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	← 　　　　　　　　　　おおむね12センチメートル　　　　　　　　　　 →

	←　　　　　おおむね８センチメートル　　　　　→
	

	
	何選挙投票
	福島県双葉郡富岡町選挙管理委員会
	

	
	○　　
一　のは、にくこと。
二　でないのは、かないこと。

	
	
	
	
	

	
	


備考　一　用紙は、折りたたんだ場合においてなるべく外部から透視することができない紙質のものを使用するものとする。
二　同時又は同日に行われる選挙の場合は、各選挙の投票用紙の印刷又は紙の色を異なるものとする。
